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Abstract

　Sisters　in　Islam（SIS＞is　a　progressive　NGO　trying　to　protect　the　rights　of　Muslima

／Muslim　women）and　to　improve　their　social　status　in　Malaysia。　The　main　aims　of　SIS

are　as　follows：（1）seeking　restrictions　on　polygamy，（2）criticizing　the　implementation　of

hukum　hudud（lslamic　criminal　law），（3）advocating　the　appointment　of　female　ludges　in

the　Syariah　court，　and（4＞advocating　the　establishment　of　a　Domestic　Violence　Act

（DVA）。　As　such，　SIS’activities　interfere　with　the　domain　of　Islamic　teaching，　and

consequently，　SIS　is　criticized　by　both　Islamic　scholars　and　other　NGOs．　SIS　answers　its

critics　through　a　symposium　that　it　presides，　and　by　reinstating　its　main　aim　of

protecting　the　rights　of　Muslima。　This　thesis　focuses　on　SIS’s　attempts，　and　studies

SISラs　influence　on　the　Islamic　structure　of　the　Malay　society。

序論

　ムスリム世界において女性は身体的に存在しているのに社会的さらには文化的には不在にされ

ている。すなわち彼女達の身体は様々な政治・社会・宗教などにより強引にねじり伏せられ、奇

妙に歪められ、時には物理＝身体的に抹殺され、時には象徴的に非在のものとされてきた（大塚

2000：101）○

　上記はイスラームの人類学的研究で著名な大塚の言であるが、これはムスリム世界における女

性像をうまく表現している。確かにムスリム世界において女性のあり方はその土地のイスラーム

の教義解釈に沿った形で規定され、時にその行動は規制の対象となる。例えば、1997年、マレー

シアのスランゴール州では美人コンテストに出場したイスラーム教徒の女性が反イスラーム的だ

としてシャリーア法廷で裁かれ、有罪となった例がある（cf．多和田2005：136437）。
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　しかし、近年、少数派とはいえ、マレー社会におけるイスラーム教徒の女性の人権擁護にむけ

て幾つかの「NGO」（i）が積極的に活動するようになった。本稿ではそうした「NGO」のうち、

特にSisters　in　Islam（以下、　SISと表記）の活動に注目し、マレー社会におけるイスラームと

女性の人権のあり方について検討したい。なお．筆者が数ある「NGO」の中でSISに注目した

主な理由を以下に述べておく。

　①イスラーム教徒の女性の福祉．人権擁護を重視している。

　②宗教行政レベルにまで踏み込んだ啓発活動をしている。

　③マスメディアなどを通じて積極的な広報活動を展開している。（cf．、　Norani　2006：349）

　以上から、SISは女性支援のための草の根活動だけではなく、イスラーム教徒の女性全体が抱

える様々な問題をイスラーム行政にまで踏み込んで社会に啓発する活動を展開していることがわ

かる。また、SISの活動は各種のイスラーム関係者（2）から従来のイスラームのあり方を否定する

ものだと批剖されており、そこからもSISの活動が与えたインパクトの大きさがわかる。先程

の大塚の言を借りるならば、SISの活動は、これまで社会的さらに文化的に平準のものとされて

きたイスラーム教徒の女性が自らの存在意義を社会に訴えることだといえる。そこで．筆者は

SISの活動がどのようにして「非在とされてきた女性像」を打破しようとしているのか検討し、

それがマレー社会のイスラームのあり方に与えた影響を考察してみたい。

　なお、上記の詳細な検討を進めるには、まず、SISの活動概要について整理する必要があるだ

ろう。筆者は2008年3月、2009年3月に約一ヶ月間．SISを中心に人権関連の「NGO」やイス

ラーム関連の政府組織の関係者に対して数回インタヴューを行った（3）。その際に得た情報やSIS

の発行する書籍やパンフレット、ウェブサイトなどの情報を活用しつつ．その概要を明らかにす

る。

禰　Sl就併＄ln囹融m設立の経緯と活動内容

わ＄lSの設立

　SISは1988年に結成され、　SIS　Forum（Malaysia）Berhadという組織名でNGO登録され

たのは1993年のことである（SISウェブサイトA）。田村によるとWAO（4）などが中心となって

主催したワークショップ（1985年3月8日：国際婦人年に開催）に参加した女性達がSISを立ち

上げたという（田村2004：9798）。また．SIS幹部（5）によると「SISは最初、8人の発起人によっ

て立ち上げられた」という。その設立者の中にはVirginia　Commonwealth大学の哲学・宗教

学の准教授（2001年時点）であったAmina　Wadud（6）（Asia　Socieyウェブサイト）や1997年ま

でマレーシア国民大学の人類学・社会学部門の講師であったNorani　Othmanがいる（Norani

（ed）2005：x）○

　なお、SIS立ち上げの目的はイスラームの真の原理、男女平等の概念を重視する原理の理解を
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奨励し、民主国家の枠内でイスラームのもつ平等、正義、自由、尊厳を是認する社会の構築に向

けて努力することである（SISウェブサイトA）。また．　SIS幹部も「SISの目標は民主的な手法

によってイスラームを奨励することだ」と指摘している。つまり、上記からSISの活動目標は

「民主国家」や「民主的手法」といった「民主主義」概念とイスラームの教義の調和を目指して

いるといえる。

　しかし、上記のSISの活動はイスラームの法学者達の権限に抵触することとなった。　Norani

Othmanは次のように指摘する。「SISはマレーシアにおいてイスラームに関する社会意識を喚

起することを通じて、イスラーム関連の諸問題に対する宗教的権威者、イスラーム団体による独

占に挑戦した」（Norani　2006：348）。当然のことながら、この姿勢に対するイスラーム関係者の

反発があるのだが、これについては後で詳しく論じたい。

の＄lSの組織

　SISの活動は主に国内・海外の個人や団体の寄付によって賄われている。例えば、海外からの

資金援助の例としてCanadian　International　Development　Agencyやロックフェラー財団、

The　Asian　foundationからの支援があげられる。これら団体からの支援金は主にSIS関連の書

籍の出版費用などに充てられているとみられる（筆者の入手したSISの刊行物には上記の団体

からの支援を受けたことが明記されている）。また、SISの管理するウェブサイト上には個人・

団体向けの寄付に関するフォームがあり、50RM以上の寄付をするとSISの会友になることが

できる。会友の特典の一つは会報‘‘BARAZA　Pを入手できることであるeBARAZA　P　2005

より）。その他にSISの出版物の売り上げなどから活動費を得ている。ただし、現時点ではSIS

の活動収支の詳細についてはわからない。

　さて、SISの活動の中核メンバーは英語能力の高い高学歴の女性達である。例えば、　SISのエ

グゼクティブディレクターを勤めているZainah　AnwarはFletcher法律学校で教育を受け、

Tufts大学やBoston大学で学位を得ている（2005年時点）。さらに非常勤のプログラムマネー

ジャーのZaitun　Mohamed　KasimもオーストラリアのFlinders大学を卒業している（2005年

時点）（Norani（eds）2005：x）。彼女達はイベントなどの企画や出版物の刊行等を担当する有

償のスタッフでもある。また、その他にSISの活動の雑務等をボランティアが担っている。筆

者がSISのオフィスに訪れた際には4人から5人の比較的若いマレー系の女性達が働いていた。

SISのウェブサイトによるとボランティア達の主な仕事は法律相談（相談に乗るのは主として法

律家の経験を有する者）や国際女性デーなどの様々なイベントの手伝い、事務所の掃除や新聞の

切り抜きなどである（SISウェブサイトB）。
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3）S給の活動内容

　SISの活動内容の主な柱は①法律相談②広報活動③ネットワークの構築である。

　まず、SISのパンフレットによると⑦の法律相談は主に離婚や複婚、妻や子供の支援や相続権

に関する相談にのるというもので2003年から始まった。これまでに約3000人のクライアントの相

談にのったという。2008年7月には電話だけでなくモバイルでの法律相談サービスも立ち上げて

いる。このほか、2006年11月から女性が直面する訴訟のシステム上の問題を確認するためにシャ

リーア法廷での審理の模様をチェックしている。

　また．②の広報活動の一環としてSISはマレー語弊「Utusan　Malaysia」にイスラーム家族

法の下での権利について読者の質問に答えるコラム「Ruangan　undang噸ndang　dan

keluarga」（家族と法律）を毎週、掲載している。この他にも現在（2005年時点）、　SISは23タ

イトルの書籍等を出版している。また先程の会報「Baraza　l」は2005年に初めて発行され、各

国のイスラーム家族法の紹介やSISの活動報告を英語で紹介している。その他にSISはパンフ

レットなど様々な出版物を刊行しているが、マレー語だけでなく、英語で書かれたものも多い。

これはマレーシア国内のマレー系に限らず海外の有識者（イスラーム研究者やジャーナリストな

ど）に広くSISの活動をアピールしたいとの意図がある（7）。これに関してNorani　Othmanは

次のように指摘する。「SISに対するイスラームやイスラーム法を理解したいと望んでいる非イ

スラーム教徒の関心は高い。マレーシアやその他の国でSISにワークショップを開催して欲し

いという要請もある。SISはイスラームに関して思い切って意見を述べる勇気のある理知的な活

動家の連合の構築を望んでいる」（Norani　Othman　2006：350）。実際に2000年からSISは草の

根の女性や政策立案者、活動家．ジャーナリスト、宗教指導者、人権派弁護十、大学生、アーティ

スト若手の政治的リーダーなどムスリム、非ムスリムの別なく教化してきたという（SISパンフ

レット）。

　そして、③にある広範で様々な分野に渡るネットワークの構築を進めている。Norani

OthmanによるとSISは女性省や法務省、イスラーム開発局．弁護士会議所、女性団体や人権

擁護団体などのNGO、伝統主義の女性団体（例えば警官の妻協会、ムスリム女性福祉委員会、

女性公務員協会）．イスラーム団体（例えばABIM（8）やJIM（マレーシア・イスラーム復興協

会）など）といった組織との接触があるという（Norani　Othman　2006：350351）。こうした多

方面の組織との接触を通じて、SISは自らの活動方針を提示し、さらに女性省や法務省など政府

機関に対してはイスラーム教徒の女性福祉向上のための提言や陳情といった活動を展開している。

この点に関しては後で詳しく触れる。

艶　S給の主な取り組み

　ここではSISが特に注目している女性の人権問題について1）多妻婚問題、2）姦通罪周題：、
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3）家庭内暴力問題、4）女性裁判官任用問題の四点を取り上げ、それぞれの課題に関するSISの

主張を整理しておく。

わ多妻婚問題：

　SISは「satu　suami＝satu　isteri」（一人の夫に一人の妻）という標語の下にイスラーム教徒

の多妻婚について批判的な姿勢をとってきた。SIS幹部によると「SISは多妻婚を支持しない。

かつてのアラビア世界では1人の男性が20人もの妻を嬰っていた。イスラームはそれを4人に制

限したのだ。マレーシアでは経済力のない男性が複婚して、社会問題化している。こうした問題

を解決するために多妻婚に何らかの制限を加えるべきだ」と指摘する。

　また、SISのZaitun　Mohamadによると1970年代後半と1980年代前半にムスリム間の多妻婚

をコントロールする一定の試みがなされたが、多妻婚はイスラームが認める聖なる権利だという

間違った考え方から反イスラーム的だとされ、あまり効果があがらなかったという（Zaitun

Mohamad　2002：i）。ちなみにSISはこの論争の中でイスラームは多妻婚を作り出したり、勧め

たりしているわけではないと主張する（ibid：i）。その根拠の一つとして預言者ムハンマドが自

らの娘婿Saidina　Ali　Ibn　Abi　Talibに複婚を禁じたことをあげる（ibid：5）。また、　SISは19世

紀にエジプトのムフティー（筆者注：高位にある宗教指導者）として活躍したSheikh

Muhammad　AbduhやインドのSayyid　Ahmad　KhanやMumtaz　Aliらが「多妻婚は或る意

味で大目にみられた過去の制度であって、現状ではクルアーンの理想とする単婚に変るべきだ」

と考えていたと指摘する（ibid：3）。

　とはいえ、実際にはマレーシアのほとんどの州（9）で多妻婚は条件付で認められている（ibid：6）。

なお、Zaitun　Mohamedによるとその認可の条件は各州レベルで微妙に異なるという。そのた

めに条件次第で干る州では多妻婚が認められないが、別の州では認められるというケースも出て

くる（ibid：6）という。なお、その条件は、概ね、以下のようになるという（多妻婚の条件を劇

除しているクランタン州やトレンガヌ州（10）は別として）。

　①申し込まれた結婚は公正で必然でなくてはならない。

　②夫は十分な経済的な資力を持っていなくてはならない。

　③夫は妻や妻達を同等に扱わなくてはならない。

　④申し込まれた結婚はsyarie（危険や害）を妻にもたらすものであってはならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Zaitun　Mohamed　2002：1344）

　なお．実際に②については、スランゴール州の或る事例では夫の経済力の有無が証拠とみなさ

れた結果、妻の訴えが認められ、シャリーア下級法廷で認められた複婚がスランゴール州の上訴

委員会で却下された・例がある（Nik　Noriani　l998：36）。ただし、②を除けば以上の条件をシャ

リーア法廷の判事や第三者が複婚の可否を判断するのは極めて困難であるのは明らかである。つ
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まり、マレーシアのシャリーア法制上、夫の経済力の有無は多妻婚を制限する条件の一つとなる

場合もあるが．現実問題として多妻婚そのものを規制する法律的な制限はないのである。これに

対して、SIS幹部は「SISは反多妻婚キャンペーンを推進しているわけではない。複婚には女性

一人一人を経済的に支援しなくてはならないというデメリットがある。また、大多数の国が単婚

を支持している点を含めて単婚の良さをアピールしているのだ」と指摘する。つまり、上記の指

摘からSISは多妻婚の問題点を批判するが．多妻婚自体を否定するのではなく、あくまで人々

に単婚を勧めることで複婚を減らしていきたいと考えているようだ。

　一方、近年ではSISなど女性支援NGOや連邦政府与党UMNO（n）関係者も巻き込んで単婚

キャンペーンが活発化している。2003年3月、SISも参加した「イスラームにおける女性の権利」

イベントでは前連邦政府首相Abdullahの妻Endon　Mahmoodが後援し、単婚キャンペーンを

推進した。その他、Wanita　UMNOやPuteri　UMNOといった連邦政府与党（UMNO）と近

しい女性組織はこのイベントに代表を送っている（Helen　2007：9495，103）。これに対して「各

州のムフティ達」（12）はこのキャンペーンをイスラームの教義や法に反するとして批判し、PAS

の国会議員も同問題を国会に取り上げるなど（ibid：95）、多妻婚問題が政治問題化しつつある点

は興味深い。

2）シャリーア法廷における女性凋事の任用問題

　SISは1990年代からシャリーア法廷の判事（qadi）に女性を任用するよう主張してきた。マレー

シアには市民法廷とシャリーア法廷（13）という二つのシステムがあり、前者の場合、1960年代に

下級裁判所、1980年に高等裁剖所で女性判事が任用されているのにも関わらず、後者では2009年

まで女性判事が任用されていない点をSISは問題下する（Nik　Noraini＆Yasmin　2009：1）。ま

た、SISはシャリーア法廷剖事の任用について1993年の連邦直轄領のイスラーム執行条例や2003

年のスランゴール州のイスラーム執行条例では特に女性が判事になれないという条件はないと指

摘する（ibid：35）。なお、マレーシア国家ファトワ委員会が有能な女性はシャリーア法廷の剖事

として任用されることになるだろうという決定を出したり、2007年ll月にプルリス州政府が初の

シャリーア法廷の女性判事が誕生すると述べたりしているが、現在まで女性判事がシャリーア法

廷に立ったことはないのが現状である（Nik　Noraini＆Yasmin　2009：1）。

　そこで留意すべきは、シャリーア法廷の女性剖事を認めるのか・どうかについてはマレーシア

に限らずイスラーム世界で広く議論されてきた課題であるという点である。まず‘宝な非容認論

として．Jumhur（法律家の多数派）によると「剖事は男性でなくてはならず、女性では不適切

だ」という。また、一一部容認論のAbu　Hanifahによると「女性の証言が認められる場合におい

ては女性の判事を許可し、それが認められない場合（・例えばhudud（姦通羅）やqisas（報復法））

は女性判事を認めない」と主張する。一一台目容認論としてIbn　Hazamは「女性をシャリーア法
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廷判事として任用することを認める。女性であることは意見や事象を理解したり、公正さ・公平

さをもって裁判を行ったり、議論を収拾する女性の能力に影響することではない」と指摘する労

（Farid，　Talul，　Mohd　Hisham　2001：229）。

　このようにシャリーア法廷の女性判事の任用の是非に関してはイスラーム法学者など有識者間

で賛否両論みられる。なお、海外に目を向けるとパキスタンやモロッコ、スーダン、エジプト、

チュニジアでシャリーア法廷の女性判事が誕生しており、徐々にではあるが女性判事の任用がイ

スラーム諸国で進んでいることは確かなようである（Nik　Noraini＆Yasmin　2009：30）。一一方、

すでに指摘しているとおり、2009年時点でマレーシアではその任用に前向きな議論が進められて

いるが任用には至っていない。（14）こうした世界的な流れの中でSISは女性判事の任用運動を通

じて、シャリーア法廷分野への女性の進出とシャリーア法廷糠央への女性の視点の反映を意図し

ているとみられる。

3）姦通罪について

　SISはクランタン州で可決されたフドゥード法案にも女性保護の観点から反対している。フドゥー

ド法とはイスラーム教徒間の姦通などの罪を裁く法であり、姦通羅の場合、石打などの厳格な刑

罰が執行されることもある（詳細は竹野（2009））。1993年、クランタン州で政権を握るPAS

（汎マレーシア・イスラーム党）（紛はフドゥード法に基づくイスラーム刑罰条例を可決した（多

和田2005：133）。これに対してSIS幹部は「クランタン州政府の可決したフドゥード法はかなり

古い法で問題点も多い。もちろん我々は支持しない。例えば、フドゥード法の下ではレイプを証

明するのに四人の男性の証人が必要である。ただし、女性の証言はほとんど証拠として認められ

ない。女性は感情的であるというのがその理由だ。刑法ではレイプに関する女性の証言は証拠と

して認められるのにおかしい。これでは女性の人権を守れない」と指摘する。つまり、連邦政府

の制定する刑法ではレイプ被害者女性の証言も証拠として認定されるため、それを認めないフドゥー

ド法の姦通認定と刑法のレイプ認定の間でズレが生じ、混乱してしまうのである（竹野2009：

116）。それに加えて、フドゥード法の下では姦通の証拠として女性の妊娠が重視されるためにレ

イプ被害者が望まぬ妊娠をした場合に姦通罪に問われる可能性もある（ibid：116417）。

　このようにSISはレイプ事犯での女性証言の取り扱い、姦通羅の証拠認定などの点からフドゥー

ド法案の下では女性の人権が侵害されると考え．反対していることがわかる。また．連邦政府与

党UMNOもPASのフドゥード法案を問題惜していること（cf。　Sisters　in　Islam（eds）2005：

63413，竹野2009：113）から、この問題に関するUMNOとSISの立場は一致していることがわ

かる。なお、両者の関係については後で論じたい。
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4）DVAの制定問題：について

　SISはWAOなど他の女性支援NGOとともに1994年の家庭内暴力法（以下、　DVAと表記）

の制定に深く関わっている（DVAは1996年施行）。

　WAOの調査によると1989年では年間に180万人の女性、実にマレーシアの15歳以上の女性の

39％が夫やボーイフレンドによる身体的な暴力を受けているとみられる（ラジエンドラン2002：

207）。また、1990年半ら1992年の三年間に政府で把握された平均報告数はわずかに年間452件で

相手からの暴力が増幅することへの恐れや家族や社会による支援の不足といった要因から警察へ

報告に行く件数が伸びないとしている（ibid：207）。

　こうした家庭内暴力をめぐる状況を踏まえ、DVAの制定のきっかけとなったのはWAOなど

が主催した1985年のワークショップである。ワークショップ開催後、WAOやAWAMなどの

NGOが蓄積した事例が提供され、それらを参考にSISやARROW（アジア太平洋資料研究セ

ンター）が法案作りに協力、NCWO（女性団体国民評議会）もこれらの動きに呼応して政府に

働きかけたのである（田村2004：100）。このように様々な女性団体の働きかけに連邦政府が応じ

る形でDVAは成立した。

　しかし、現実問題としてDVAがイスラーム教徒の女性にも適用されるのは困難であった。こ

の点についてSIS幹部は次のように指摘する。「DVA成立後、仏教徒、ヒンズー教徒が妻を殴っ

たら罪になるのになぜイスラーム教徒だけ罪にならないのか。これは：不公平である。SISは2002

年のキャンペーンを通じて．それを訴えてきた。その成果が得られつつある」。なお．イスラー

ム教徒の非虐待女性がDVAの適用を受けるのが困難な理由は家庭内暴力がイスラーム家族法の

範疇にある問題と判断されるためである。ラジエンドランによるとイスラーム教徒の非虐待女性

の場合、それぞれの州によって習慣的な暴力などの虐待の解釈が異なるだけでなく、違った手続

きや援助が行われることになるという（ラジエンドラン2002：208）。つまり、同じような家庭内

暴力のケースでも各州のイスラーム家族法の違いから、或る州では摘発されるのに別の州では摘

発されない場合もあるのである。SISはこの点を問題視し、活動を展開した結果、　DVAをイス

ラーム教徒に適用することを成し遂げていると主張する（Norani　Othman　2006：349）。ただし、

この問題をめぐって、家庭内暴力はイスラーム家族法によって処理されるべきだと考えるマレー

シア・ウラーマ協会のメンバーや他の宗教権威からの根強い反発もある（ibid：349）。

　以上、本節ではSISの活動の主な取り組みについて整理・検討した。次節では本節の検討を

踏まえ、SISの活動に対する各方面の評価について考察する。

3　S給の活動に対ずる各方面の評価

わ＄lSのメンバーの経歴に対する疑問

すでに指摘しているようにSISの主な主張やその活動はイスラームの教義解釈や宗教行政体



マレー社会におけるイスラームと女性の人権 167

制のあり方にまで踏み込んでいる。そのため、イスラーム関係者からはSISのメンバーにイス

ラームに関する問題を語る資格があるのかという疑問の声があがっている。Norani　Othmanに

よるとイスラーム関係者は「SISのメンバーにはイスラームを語る権利はない。なぜなら彼女達

は十分に宗教学校で教育を受けていないし、名の知れたアラブの大学でイスラームに関する学位

を得ていない。また、アラビア語もしゃべれず、スカーフだって着用していない。q6）SISはイ

スラームやウンマ（イスラーム共同体）に西洋的な価値観を植えつけようとするエリート階層を

代表する西洋の教育を受けたフェミニストによって構成される」と批判しているという（Norani

Othman　2006：351）。こうした声は筆者の調査でも聞かれた。例えば、　PAS幹部は「SISは伝

統的な宗教教育を受けておらず、イスラームに対する考え方にも問題がある」と述べ、ABIM

幹部も「SISは画洋の学問の経験はあるが、アラビア語の知識が不足している」という。

　確かに先程のZainah　AnwarやZaitun　Mohamed　Kasim、　Norani　Othmanの経歴をみる

かぎり、伝統的なイスラーム教育は受けておらず、西洋的な教育を受け、西洋社会やその価値観

に強く影響を受けているのは事実である。SISの幹部は「現在、西洋社会が発展し、イスラーム

社会が没落傾向にあるのは事実である。その発展の理出についてイギリスやドイツなどの社会環

境や制度から学ぶことは今後のイスラーム社会の発展にとって重要だ」とも主張していることか

らもSISが西洋社会にシンパシーを感じているのは確かである。

　ただ、そこで留意すべきは、従来のイスラームのあり方にあまり拘らず、西洋的な価値観を土

台にしていたからこそ、イスラームの教義やイスラーム社会の歴史を柔軟に解釈し、女性の人権

擁護運動に繋げることができたということである。・例えば、「Baraza！』（2005）ではSISの目指

すべき女性像として．それまではあまり注目されてこなかったムハンマドの孫娘Sukayna　bint

Husseinq7）を取り上げていることからもそれが窺える。

　≦‘Sukayna　bint　Husseinは権力のある男性と政治や当時の社会問題について議論し、彼らの

結婚の申し出を拒絶した。彼女は何度か結婚したが、夫には服従しなかった。彼女の夫は複婚を

しなかった。もし、夫がいくつかの条件に反したならば．彼女は夫に離婚するように要求した。

イスラームにおける初期の女性の伝記ではSukaynaの自立や知性、美しさと賢明さを褒め称え

ていたのである”（Baraza！2005：1）。

　つまり、SISはSukaynaというイスラームの歴史上の著名な女性の例を挙げることで、西洋

社会における「自立した女性像」に近い女性像のモデルがイスラーム世界でも存在していたこと

を提示する。別の言い方をすれば、SISは西洋社会における「自立した女性像」をそのまま持ち

こむことではイスラーム教徒の理解を得ることは困難であるので、イスラームの文脈で「自立し

た女性像」を提示することで現在の女性を取り巻く社会環境を批判する手法をとったのである。

こうした手法がとれるのもSISが画洋概念を土台にイスラームの教義を柔軟に解釈した結果と

いえる。
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　無論、こうしたSISの手法には異論もある。　PAS幹部は「SISの活動や発想はあまりにも西

洋即すぎる」という。このように西洋概念を土台としたSISのイスラーム教義解釈の姿勢は、

マレー社会における本流ともいうべきウラーマをはじめとしたイスラーム関係者の考え方とは大

きく異なることから．上記のような批判が沸き起こってくるのであろう。この点については次で

さらに詳しく検討しよう。

2）釧＄の活動姿勢に対する批判

　これまでの議論からもわかるようにSISは西洋的価値観を土台としつつ、女性の福祉や人権

擁護に有利なイスラームの教義の再解釈を行い、それを提示することを活動の原理原則としてい

る。そこで問題なのはSISによるイスラームに関する論説は従来のウラーマなど宗教指導者の

権威を侵すものだとみなされている点である。Norani　Othmanによると「イスラームに関する

論説は適切なイスラーム教育を受け．地位のあるイスラーム教徒のグループ、例えばウラーマに

しか認められないことなのだろう」という（Norani　Othman　2006：351）。要するにイスラーム

の教義解釈に関することはウラーマなどの専門家にしか認められていないとNoraniは訴える。

よって、こうした宗教指導者の権威の壁に女性の視点に基づくイスラームの教義解釈を訴えるこ

とで風穴をあけたいというのがSISの犯いといえる。例えば．先程も触れたようにSISがシャ

リーア法廷の判事に女性を登用するように運動を展開しているのも従来の男性の視点に基づくイ

スラーム法体制に新しい風（女性の視点）を吹き込もうと意図したからであろう。

　これに対してマレーシア・ウラーマ協会は2002年1月にSISのZainah　Anwarを含む6人に

対してイスラームを侮辱しているとして非難しようと試みる（ibid：349）など両者の摩擦は広がっ

ている。また、ウラーマなど伝統主義者はDVAを問題視し、結婚に関するシャリーア法廷の権

威に取って代わることを目的としたものだと批判する（ibid：1go）。この批判に対して女性支援

団体はDVAがマレーシア全国民に平等に科せられる刑法であって、イスラーム教徒の家族関連

の問題については従来どおりシャリーア法廷の管轄であると主張する（vidhu　2004：190）。とは

いえ、DVA制定後、従来はイスラーム家族法の管轄であった家庭内暴力問題を連邦政府の定め

る刑法の管轄下としたことで、イスラーム法体制に風穴をあけることには成功している。だから

こそ、ウラーマなどの伝統主義者達がこれに危機感を持つのであろう。ちなみにSIS幹部によ

ると「ABIMやPASも連邦政府がDVA制定に動いたときにイスラーム教徒に適用するな」と

反対したことから、両団体共にDVA制定がイスラーム行政に与える影響力を懸念していたとみ

られる。

　いずれにせよ、イスラーム教徒の女性の支援を目的としたSISの活動は従来のイスラーム行

政のあり方に一石を投じたのは間違いない。その上で、SISはウラーマ達をはじめとした批剖勢

力とも積極的に接触し、議論の場を持つようにしている。次ではそうした各団体（特に政党や
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NGO）との関係について検討していく。

3）釧＄と各団体（政党やNGO）との関係

　前節でも触れたようにSISは2003年のキャンペーンに参加し、　Wanita　UMNOやPuteri

UMNOと連携するなど連邦政府与党UMNOと近しい関係を作っている。参考までにYayasan

Kalian＆Strategi　Melayuに勤務していたUMNO支持者も「SISの活動を高く評価する」と述

べる。また、SISは政府に対するロビー活動を通じて、女性省や法務省とも関係を構築している

（Norani　Othman　2006：350）。ただし、連邦政府与党と良好な関係を築きつつも、　SISは女性の

人権や福祉の対策は不十分として政府の姿勢を批判している。SIS幹部によると「女性の福祉に

対する政府の取り組みは十分ではない。女性の人権に対する政治的配慮は進んでいるが．女性の

国会議員は約10％前後で、まだまだ女性の社会進出は進んでいない。また、政府がAmina

Wadudの著作やいくつかの女性：の人権に関する進歩的な書籍の流通を禁止しているのも問題だ」

という。このようにSISは女性の人権に対する連邦政府の姿勢が必ずしも積極的であるとみな

しておらず、今後も或る程度の摩擦を恐れず、女性の人権擁護を訴えていくものとみられる。

　一方で、そうしたSISの連邦政府へのロビー活動を批判する者もいる。例えば、　RISEAPq8）

のスタッフは「SISの活動はあまりにも政治的である」と指摘する。また、先程も触れたように

SISの活動に対するイスラーム関係者の批判も強く、SISはこれら批判に応える形で2003年には

公式にPAsを招いて集会を開いたり（ibid：351）、　ABIMとの議論の場を設けたりしている。

ABIM幹部によると「時々、　SISとABIMは様々な問題について議論を交わしている。　SISと

の議論から大いに刺激を受けている」という。こうしたSISの活動に批判的なイスラーム関係

者との接触は或る程度、両者の相互理解にも貢献しているとみられる。ちなみにSISの活動の

内容次第で上記の批剖的なイスラーム関係者も理解を示す場合もある。例えば、先程のABIM

幹部は「ABIMはシャリーア法廷の女性判事の任用を積極的に支持する」、　PASのスタッフは

「DVAは問題ない。夫が妻を大事にするのは当然の事である」と述べている。ただし．そうし

た相互理解はあくまで表層的なものである。SIS幹部によると「PASやABIMのメンバーとの

個人的な関係としては良好だが、公の場では状況が異なり．対立することが多い。或るPASの

幹部と友好的なムードの中で議論したが、その後、2～3際してその幹部はウェブサイト上でSIS

の活動を徹底的に批吊していた」という。q9）

　他方、SISは女性の人権擁護という同じ目標を持つAWAMやWAOといった女性支援NGO

との連携も今後、進めていくとみられる。例えばAWAMの幹部によると「今後．各女性支援

NGOは民族や宗教の垣根を越えて、連携を深めていくべきだ」という。つまり、上記の指摘か

らは、これまで以上に各女性支援NGOが緊密に連携することで運動の裾野を広げ、その影響力

を強化したいという思惑が窺える。
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4）まとめ一＄lSの活動に関する各団体の評価

　これまで述べてきたようにSISの活動は女性支援NGOや連邦政府与党UMNOからは高く評

価される一方で、イスラーム関連の組織・団体からは強い批判が起きている。そうした批判は

SISが従来のイスラームの教義解釈とは一線を凹した教義解釈のもとで、その活動をしているこ

とに向けられているとみてよい。イスラーム関係者は宗教に関する二つの意見や解釈を提案する

ことはウンマ（20）を混乱させ、不統一を促進するために危険だと主張する（Norani，　Zainah，

Zaitun　2005：105）。つまり、ウラーマによって決定された一つの解釈があるだけで全てのイスラー

ム教徒はこの解釈に忠実に守ればよいというのである（ibid：105）。

　このようにSISの活動は単なる女性支援活動ではなく、イスラーム関係者達からは従来のイ

スラームの教義解釈への挑戦とみなされている。この点に関連してJAWI（21）に勤めるスタッフ

は次のように指摘する。「UMNOとPASの争いはイスラームの教義解釈のレベルで争っている

のではない。あくまで政治レベルの争いである。しかし、SISはイスラーム教義解釈に踏み込ん

で社会を混乱させている。これは我々にとってあまり感心できるものではない」。つまり、上記

の指摘からは、SISの活動が新たなイスラーム教義解釈を通じて従来の宗教行政のあり方を尉干

するのではないかという懸念が窺える。

　一方、すでに指摘したが．与党UMNOは概ねSISの活動に好意的である。これは、おそらく

UMNOが選挙での女性票を意識しているのが一因とみられる。　Helenによると1999年の一般選

挙後．BN（UMNOを中核とする連立政権）は女性有権者の支持を回復する必要性を理解した

という（Helen　2007：93）。そして、その対策としてジェンダー問題を監督する省の設置を含む

多くの制度的改革、Puteri　UMNOの活躍やメディアを通じた広報戦術によって政府は女性に

対して友好的であるというイメージ定着に成功し、2004年の一一般選挙は1999年以上の女性有権者

の支持を集めたという（cf。　ibid：93）。つまり．女性有権者を意識した一連のUMNOの政策や

選挙キャンペーンの流れの中で女性の人権擁護を訴えるSISはその発言力を高めたといえる。

実際に「Utusan　Malaysia」という与党UMNOが大株主の新聞（林田2001：148）にSISがコ

ラムを掲載していることはそのことをよく示している。ちなみに、UMNOはPASの党勢拡大

を問題視する立場からも、PASの可決したフドゥード法案を厳しく批判しているSISの姿勢を

評価しているとみられる。

　ただし、連邦政府は「なぜイスラーム教徒の女性は非イスラーム教徒の女性と同じ権利が保障

されていないのか」というSISの主張に対して、保守的なイスラームの権威者との衝突を恐れ、

SISの主張には慎重な態度を示している（Helen　2007：89）。こうした姿勢から連邦政府はSIS

の活動を評価する一方で、それを批判する宗教権威者に配慮するなどバランスをとっていること

がわかる。

　以上、SISの活動は単なる女性支援問題の議論に留まらず、イスラーム教徒の女性の人権擁護
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に向けてのイスラーム教義の再解釈にまで踏み込んでいることがわかる。つまり、すでにマレー

社会ではイスラーム教義解釈に関する議論はウラーマ達、宗教関係者の独占ではなくなり、それ

ぞれの立場にある権威（政治リーダーやSISをはじめとするNGO関係者など）によって自らの

正当性を明らかにするために議論される時代に入ってきているといえよう。

結論

　SISが一貫して訴えてきたことは男女同権、男女平等がイスラームの教義の中で認められてい

るのにも関わらず．マレー社会の実態ではイスラーム教徒の女性の人権が著しく侵害されている

のではないかということである。また、そうした女性の人権を擁護するためにはDVAといった

連邦法の制定だけではなく、女性のシャリーア法廷剖事の登用や一夫多妻の制限、女性の証言が

ほぼ認められない姦通罪の廃止といった宗教行政のあり方まで踏み込んだ問題提起が必要とSIS

は考えている。そのため．SISは新聞等マスメディアやネット、イベント開催を通じ問題提起を

し、一般の人々の関心を喚起する一方、ウラーマなどの宗教権威者、ABIMやPASといったイ

スラーム関連組織の関係者とも積極的に会談し、SISの活動への理解を求めている。

　また、上記のような活動を通じて、SISが用いるロジックは、あくまでイスラームのコンテク

ストの中で法学者の言説なり人物伝がいかに女性の人権擁護にとって示唆に富んだものなのかを

徹底的に主張することである。例えば、先程のSuky脇の自由・奔放さは「自立した女性像」

の好ましい事例として活用されている。また、複婚をめぐる議論でも預言者ムハンマドは当時の

野放図な多妻婚を抑え込むために四人に妻帯を「制限」したというロジックは単婚こそ望ましい

というSISの主張の根拠として活用されている。しかし、こうした自らの主張の根拠をイスラー

ムの教義に求めるという行為自体、ウラーマ達からすれば、自らの権威への挑戦と映る。つまり、

彼らは従来のイスラームの教義解釈の伝統（宗教的見解ファトワーの蓄積や法学者間の合意（イ

ジュマー））の範疇を超えた、西洋概念（フェミニズムや民主主義の概念等）に則った新たな教

義解釈の流布を恐れているとみてよい。現実問題として連邦政府が単婚キャンペーンに理解を示

すなど、上記の新たな教義解釈のもとでの女性支援活動は活発化しており、ウラーマ達の危機感

は徐々に高まりつつある。なお．この問題は連邦政府による宗教行政への介入といった思惑が絡

むとみられるが、その点に関する詳細な分析は今後の課題としたい。

　いずれにせよ．イスラーム共同体（ウンマ）が混乱するというウラーマ達の危機感と裏腹に

SISの活動に代表される（22）女性の社会的地位の向上を目指す動きは従来の「男性」の視点に根

ざしたイスラームの教義解釈の主流に一石を投じ．そこに「女性」の視点を持ち込むことでイス

ラーム教義の意味世界の範疇を広げ、活性化しているのは事実である。こうした流れの中で従来

の「社会的に非在とされてきた女性像」の影響力が果たして、今後もその強固さを保つかについ

ては甚だ疑問である。無論、そのことはSISの説く「社会的に自立した女性像」が従来のそう
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した女性観を一変させるということではない。つまり、筆者がいいたいのは両者の「女性像」が

せめぎあう中で従来のイスラームの意味世界の範疇が広がり、活性化することで、マレー社会に

おけるイスラームのあり方が極めて多義的なものとなるということである。マレー系の人々はよ

く「イスラームはシンプルな宗教だ」と口にする。確かに聖典や預言者の言行の無謬性に立脚し

たイスラームのあり方はシンプルで疑いないものであるが、一一方で、その解釈をめぐっては現在、

民主化やフェミニズム等、西洋の概念の導入が図られるなど多義化され、複雑化し、それゆえに

イスラームの意味世界の拡大と活性化が進んでいるのである。マレー社会におけるSISの挑戦

は我々に「イスラームの教義はシンプルだが．その意味世界は時代とともに広がり続ける」こと

を提示しているのでなかろうか。

注

（1）マレーシアの「NGO」には政府の財政支援を受けている政府系「NGO」と受けていない非政府系「NGO」

　　の二つのタイプがある（なお、各「NGO」の政党との関係については（Meredith：LWeiss　2006：112－

　　113）を参照）。

（2）ここでいうイスラーム関係者とはSISの活動に懐疑的なPASなどの政党、　ABIMなどのイスラーム系

　　「NGO」、ウラーマ組織といった政治、宗教の各方面に渡る関係者のことを指す。

（3）調査の方法は，あらかじめ約10問程度の質問表を作成し，それをもとに各調査対象者に約1時間程度

　　のインタヴューを行った。

（4）政府系「NGO」のWAOは1982年に設立され，夫による妻への暴力問題対策などに取り組んでいる。

　　1986年には虐待された妻や子を保護するための宿泊施設をプタリンジャヤとペナンに設置し，運営し

　　ている（ラジエンドラン1996：102）。

（5）2007年8月、筆者はSIS幹部と二度、　SISの事務所で会い、聞き取り調査を行った。

（6）Aminaはマレーシア・国際イスラーム人学での勤務経験がある（GF　Haddad　2005：5）。

（7）筆者が本論文を通じてSISの活動を日本語で紹介するのもSISにとっては或る程度は意図したことな

　　のだろう。だからこそ、筆者の調査に応じてくれているのである。

（8）アンワル前副首相も在籍した有力なイスラーム復興主義運動の非政府系「NGO」で，主な構成員はマ

　　レー系の大学生である。筆者は2008年3月にクアラルンプール近郊のJalan　GombakにあるABIM

　　本部で幹部を対象に聞き取り調査を行った。

（9）マレーシア連邦憲法附則9表第2リストの規定に基づき，イスラーム関連の法令を制定，施行する権

　　限は州政府議会に認められている（多和田2005：123）。従って、憲法肚、イスラーム法の制定など宗

　　教行政に関して、連邦政府といえども昌出しすることは原則としてできない。

（10）クランタン州・トレンガヌ州は複婚に関する特別な条件（シャリーア法廷の判事に夫が別の妻を持つ

　　ことについての判断を任せるという）を削除している（zaitun　Mohamad　200216）。

（11）UMNO（統一マレー人国民組織）は華人系のMCA（馬華協会）やインド人系のMIC（マレーシア・

　　インド人会議）とBNと呼ばれる連立政権を形成している。筆者は2007年8月の調査において
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　　YayasaR　KaliaR＆strategi　Melayuに勤務していたUMNO支持者にインタヴューを実施した。

（12）マレーシア各州で一人ずつ任用されている宗教指導者のこと。ファトワ（fatwa）と呼ばれる宗教令を

　　発行する権限を持つ。

（13）マレーシアは連邦制を採用しており，連邦法はすべて連邦政府の管轄下にある。また，イスラーム法，

　　アダット法に関するものを除く一切の裁判所は連邦法により設置されている。ちなみに凍則として連

　　邦法とイスラーム法の問には優劣関係は存在しない（安田1980：199，206）。

（14）2010年7月8日，連邦政府直轄領にて二人の女性判事が誕生した。SISはこれについてムスリムに対す

　　る前向きな兆しであると歓迎している（The　Straits　times　2010：7／8）。

（15）PASはマレー半島部東海岸部のクランタン州やトレンガヌ州といったマレー人の人Ll比率の高い地域

　　に勢力を持つ政党である。イスラーム中心主義を唱え、イスラーム法の社会的実践を最も重視してい

　　る（多和田1995：108）。筆者は2007年にクアラルンプールのPAS事務所で幹部に対してインタヴュー

　　を実施した。

（16）筆者がインタヴューを行ったSIS幹部もスカーフを着用していなかった。

（17）ウンマとは一般的にイスラーム共同体のことを指すが、ここでの用法はSISの姿勢を批判しているこ

　　とからみて、より限定的なマレー社会のことを指していると推測される。マレー社会におけるウンマ

　　の用法については竹野（2005）を参照。

（18）私生活ではヴェールの着用を嫌い、外出を好み、魅惑的な髪型を誇示するなど、当時の社会規範には

　　ずれた振る舞いで知られる（清水2001：530）。

（19）RISEAP（東南アジア・太平洋地域イスラーム・ダッワー評議会）。筆者は2007年8月にRISEAPの事

　　務所に訪問し、そこで働くスタッフにインタヴューを行った。

（20）ABIMはSISの創設者の一人であるAmina　Wadudについて批判的な論文「心得違いの導入一Ami澱

　　Wadudの反啓蒙的なフェミニズム」（GF　Haddad　2005）を2006年8月18日に開催のセミナーで取り

　　上げて、議論している。

（21）連邦政府領宗教局（Jabatan　Agama　Islam　Wilayah　Persekutua①は首都のクアラルンプールなど

　　連邦政府直轄領の宗教行政の一端を担っている。筆者は2009年3月に同事務所を訪問し、そこでスタッ

　　フにインタヴューを実施した。
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